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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備

を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間：令和５年４月１日～令和８年３月３１日 

 

２．内容 

目標１：男性職員の育児休業取得を促進する。 

＜対策＞ 

令和５年４月～ ・掲示等により制度の周知を図る。 

・配偶者が出産した男性職員に対し個別に制度の周知と取

得の推奨を行う。 

 

目標２：育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業

給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度を周知する。 

＜対策＞ 

令和５年４月～ ・掲示等により制度の周知を図る。 

・相談窓口を設置し相談しやすい環境を整備する。 

 

目標３：時間外・休日労働削減のための措置を実施する。 

＜対策＞ 

令和５年４月～ ・職員の時間外・休日労働時間を把握する。 

・時間外・休日労働時間の多い事業所、部門は削減に向け

た検討を行い実施する。 

 

目標４：若年者に対するインターンシップ等の職業体験機会の提供を行う。 

＜対策＞ 

令和５年４月～ ・学校等と連携を図り、職場体験の機会を提供する。 


